
令和３年度 立科町職員採用試験実施要領 

立 科 町 

 

１ 令和３年９月１日付け立科町職員の採用 

 

２ 試験資格等 

(1)日本国籍を有する者。 

(2)地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当する者は受験できません（以下はその内容）。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで 

の者 

イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する 

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 ３ 身体障害者手帳の交付を受けている方 

 身体障害者手帳の交付を受けている方で、次の要件を満たす方。 

(1) 自力により通勤ができ、かつ、介助者なしで職務遂行が可能であること。 

(2) 原則として、活字印刷文による出題に対応が可能であること。 

 

４ 試験日及び試験科目等 

(1)第１次試験 

ア 試験期日  令和３年６月２０日（日） 

イ 試験科目 【一般事務】 

教養試験（受験資格で異なります）、事務適性検査、職場適応性検査等 

        【土木技師】 

         教養試験、専門試験（土木）、職場適応性検査等 

ウ 試験会場  立科町役場 

エ 試験時間  受験資格者に別途通知します。 

オ 合格発表  発表は、合否にかかわらず文書で通知します。 

(2)第２次試験・第３次試験 

試験期日、場所、時間等については、第１次及び第２次試験の合格者にそれぞれ通知します。 

※第３次試験は、必要に応じて実施します。 

(3)合格から採用まで 

  最終合格者は、立科町職員採用候補者名簿に登録し、この名簿から採用者を決定します。 

 

職 種 受験資格 採用予定人員 

一般事務 

上級 

大学卒業程度の学力を有し、民間企業等における

職務経験を３年以上有する者で、昭和 61年４月２

日から平成８年４月１日までに生まれた者 
若干名 

中級 

短期大学卒業程度の学力を有し、民間企業等にお

ける職務経験を３年以上有する者で、昭和 61年４

月２日から平成 10年４月１日までに生まれた者 

土木技師 初級 

高等学校卒業程度の学力を有し、昭和 46年４月２

日から平成 10年４月１日までに生まれた者で、次

の要件を満たす者（採用後、一般事務職員として

勤務を命ぜられることもあります。） 

１級又は２級土木施工管理技士の資格を有し、か

つ、民間企業等における土木工事の設計・施工管

理等の職務経験を５年以上有する者 

若干名 



５ 申込み手続き 

(1)申込先 

立科町役場 総務課 庶務係 

(2)受付期間 

令和３年５月６日（木）から令和３年６月３日（木）まで 

(3)提出書類 

申込みは、受験申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて持参又は郵送により提出して   

ください。 

郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法で送付してください。（令和３年６月３日必着） 

申込書は、立科町役場窓口(総務課庶務係)で交付又は町ホームページからダウンロードして 

ください。 

【共通】 

(ア)履歴書（自筆のもの、市販のもので可） 

(イ)写真２枚（縦４cm×横３cm 履歴書に貼付及び受験票用） 

申込前３か月以内に撮影し、上半身、脱帽、正面向きのもので本人とはっきりわかるもの 

(ウ)卒業証書（最終学校のもの） 

(エ)成績証明書（最終学校のもの） 

【土木技師】 

１級又は２級土木施工管理技士の資格証の写し 

 【身体障害者手帳の交付を受けている方】 

    身体障害者手帳の写し 

 

６ 勤務条件等 

(1)給与      

立科町給与関係条例等の定めに従い支給します。初任給は、経験年数等により格付けします。 

(2)勤務時間   

原則として、勤務時間は、午前８時 30分から午後５時 15分まで（休憩１時間）の７時間 45分 

です。 

休日は、原則として、土曜日、日曜日、祝日等です。 

(3)休暇等    

年次休暇（年 20日。初年は採用月により 15日以内）、特別休暇（夏季、結婚等）、療養休暇等 

です。 

(4)その他    

詳細及び上記以外の勤務条件については、条例等で定められています。 

 

７ その他  

受付期間外の申込み及び受験申込書等に不備がある場合は受理しません。提出書類は、一切  

返却しません。なお、職員採用試験に係る個人情報は、目的外使用しません。 

 

 

〒384-2305  長野県北佐久郡立科町大字芦田２５３２  

立科町役場 総務課 庶務係  電話 0267-56-2311（代表） 

受付時間は、役場開庁日の午前８時 30分から午後５時 15分まで。 

 


